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(57)【要約】
　本発明の超音波診断装置は、本発明の超音波診断装置
は、被検体の輪郭情報及び被検体の超音波画像の特定部
位に関する位置情報を体輪郭モデル座標系に対応付けて
記憶する記憶部と、前記被検体の特定部位に関する位置
情報に基づいて、前記被検体座標系と前記体輪郭モデル
座標系とを対応づけるとともに、画像保存部に保存され
た超音波断層像データに基づく超音波断層像と、超音波
探触子により撮像されるリアルタイム超音波断層像とを
対比する際の被検体座標系と前記体輪郭モデル座標系と
を対応づけることにより、前記リアルタイム超音波断層
像のスキャン面の座標を前記被検体座標系に対応づけて
算出する座標算出部と、を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の輪郭情報及び被検体の超音波画像の特定部位に関する位置情報を体輪郭モデル
座標系に対応付けて記憶する記憶部と、
　前記被検体の特定部位に関する位置情報に基づいて、前記被検体座標系と前記体輪郭モ
デル座標系とを対応づけるとともに、画像保存部に保存された超音波断層像データに基づ
く超音波断層像と、超音波探触子により撮像されるリアルタイム超音波断層像とを対比す
る際の被検体座標系と前記体輪郭モデル座標系とを対応づけることにより、前記リアルタ
イム超音波断層像のスキャン面の座標を前記被検体座標系に対応づけて算出する座標算出
部と、
　を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　被検体との間で超音波の送受信を行う超音波探触子と、
　該超音波探触子で受信された反射エコー信号に基づいて超音波断層像データを生成する
断層像データ生成部と、
　前記超音波探触子に取り付けられたセンサーに基づき超音波探触子の位置及び傾きを検
出する位置検出器と、
　該位置検出器の出力に基づいて、前記生成された超音波断層像データを前記被検体に予
め設定されている被検体座標系に対応付けて保存する断層像データ保存部と、保存された
超音波断層像データに基づく超音波断層像と前記超音波探触子により撮像されるリアルタ
イム超音波断層像とを対比する際に、前記位置検出器の出力に基づいて、被検体に予め設
定されている画像対比時の被検体座標系におけるリアルタイム超音波断層像のスキャン面
の座標を前記被検体座標系に対応づけて算出する断層像データ制御部とを備えてなる超音
波診断装置であって、
　前記被検体の輪郭情報及び前記被検体の特定部位に関する位置情報が体輪郭モデル座標
系に対応付けて設定された体輪郭モデルを有し、前記被検体の特定部位に関する位置情報
に基づいて、前記被検体座標系と前記体輪郭モデル座標系とを対応づけるとともに前記画
像対比時の被検体座標系と前記体輪郭モデル座標系とを対応づけることにより、前記リア
ルタイム超音波断層像のスキャン面の座標を前記被検体座標系に対応づけて算出する座標
算出部を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　画像表示器に表示される前記体輪郭モデルの輪郭上に少なくとも3点の前記被検体の特
定部位に関する基準点を設定する基準点設定部を備え、前記断層データ保存部は、体輪郭
モデル上に設定された各基準点の前記体輪郭モデル座標系における座標と前記被検体の前
記各基準点に対応する部位の前記被検体座標系における座標とを関連付けて保存し、前記
座標算出部は、前記体輪郭モデル上に設定された各基準点の前記体輪郭モデル座標系にお
ける座標と、前記被検体の前記各基準点に対応する部位の前記画像対比時の被検体座標系
における座標とを関連付けて前記リアルタイム超音波断層像のスキャン面の座標を算出す
る請求項2に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記保存された超音波断層像データは、複数の超音波断層像データからなる３次元ボリ
ュームデータであり、前記断層像データ制御部により算出された前記リアルタイム超音波
断層像のスキャン面の座標に対応した断層像データを前記3次元ボリュームデータから抽
出してリファレンス断層像を生成するリファレンス画像生成部と、前記リアルタイム超音
波断層像と前記リファレンス断層像を合成する画像合成部と、合成された前記リアルタイ
ム超音波断層像と前記リファレンス断層像とを表示する画像表示器とを備えた請求項2に
記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記保存された超音波断層像データの断層面の座標と、前記断層像データ制御部により
算出された前記リアルタイム超音波断層像のスキャン面の座標とに基づいて、前記算出さ
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れた前記リアルタイム超音波断層像のスキャン面を前記保存された超音波断層像データの
断層面に重ねるための前記超音波探触子の移動方向を算出して前記画像表示器に表示制御
する表示制御部とを備えた請求項2に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記体輪郭モデルと、該体輪郭モデルの輪郭上に設定された前記各基準点と、前記体輪
郭モデルの前記基準点を通る超音波断層像のスキャン面と、該スキャン面における超音波
断層像とを表示した請求項2乃至5の何れか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　記憶部により被検体の輪郭情報及び被検体の超音波画像の特定部位に関する位置情報を
体輪郭モデル座標系に対応付けて記憶する第1工程と、
　座標算出部により前記被検体の特定部位に関する位置情報に基づいて、前記被検体座標
系と前記体輪郭モデル座標系とを対応づけるとともに、画像保存部に保存された超音波断
層像データに基づく超音波断層像と、超音波探触子により撮像されるリアルタイム超音波
断層像とを対比する際の被検体座標系と前記体輪郭モデル座標系とを対応づけることによ
り、前記リアルタイム超音波断層像のスキャン面の座標を前記被検体座標系に対応づけて
算出する第2工程と、
　を含むことを特徴とする超音波診断装置のスキャン面の座標算出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置とそのスキャン面の座標算出方法に係り、特に、時間をおい
て撮像される被検体の同一断面の2つの断層像を対比して診断するのに好適な技術に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、探触子を介し被検体との間で超音波を送受し、探触子から出力され
る反射エコー信号に基づき撮像部位の断層像を再構成して表示することにより、撮像部位
を非侵襲的およびリアルタイムに診断する。
【０００３】
　このような超音波診断装置では、例えば、患部の治療効果を確認するために、治療前に
撮像された患部の断層像(以下、治療前断層像という。)と、治療中又は治療後に撮像され
る患部の断層像(以下、治療後断層像という。)を対比させて表示し、これにより診断する
ことが行われている。しかし、一般的に治療前断層像を撮像した時と治療後断層像を撮像
する時の被検体の位置関係などを同一条件にするのは難しい。そこで、保存された超音波
断層像を参照して治療前断層像の撮像位置を推定する必要があるが、これは容易ではない
ため被検体の同一断面の治療前と治療後の断層像を対比させて表示させるのは手間がかか
る作業である。
【０００４】
　この点、例えば特許文献1には、治療前断層像を被検体座標系に対応付けられた3次元ボ
リュームデータとして取得し、取得した3次元ボリュームデータから治療後断層像のスキ
ャン面に対応した治療前断層像をリアルタイムに抽出して表示する方法が提案されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開2005-296436号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、特許文献1の技術では、被検体の特定部位(例えば剣状突起)を原点として設
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定し、治療後断層像の撮像開始前に特定部位を目印として同一断層像が撮像される位置に
探触子を移動させることにより、治療前と後の被検体座標系の対応付けが行なわれる。
【０００７】
　しかしながら、超音波断層像は被検体の体の輪郭情報を持たないため、その断層像が撮
影されたときの探触子の位置及び傾きを推定するのが困難であり、同一断層面を探すのに
は困難が伴う場合がある。
【０００８】
　そこで、本発明は、先に撮像された断層像と後に撮像された超音波断層像の表示断面を
容易に一致させることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の超音波診断装置は、被検体との間で超音波の送受信を行う超音波探触子と、超
音波探触子で受信された反射エコー信号に基づいて超音波断層像データを生成する断層像
データ生成部と、超音波探触子に取り付けられたセンサーに基づき超音波探触子の位置及
び傾きを検出する位置検出器と、位置検出器の出力に基づいて、生成された超音波断層像
データを被検体に予め設定されている被検体座標系に対応付けて保存する断層像データ保
存部と、保存された超音波断層像データに基づく超音波断層像と超音波探触子により撮像
されるリアルタイム超音波断層像とを対比する際に、位置検出器の出力に基づいて、被検
体に予め設定されている画像対比時の被検体座標系におけるリアルタイム超音波断層像の
スキャン面の座標を被検体座標系に対応づけて算出する断層像データ制御部とを備えて構
成される。　
　特に、被検体の輪郭情報及び被検体の特定部位に関する位置情報が体輪郭モデル座標系
に対応付けて設定された体輪郭モデルを有しており、被検体の特定部位に関する位置情報
に基づいて、被検体座標系と体輪郭モデル座標系とを対応づけるとともに画像対比時の被
検体座標系と体輪郭モデル座標系とを対応づけることにより、リアルタイム超音波断層像
のスキャン面の座標を被検体座標系に対応づけて算出することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の超音波診断装置は、被検体の輪郭情報及び被検体の超音波画像の特定部
位に関する位置情報を体輪郭モデル座標系に対応付けて記憶する記憶部と、前記被検体の
特定部位に関する位置情報に基づいて、前記被検体座標系と前記体輪郭モデル座標系とを
対応づけるとともに、画像保存部に保存された超音波断層像データに基づく超音波断層像
と、超音波探触子により撮像されるリアルタイム超音波断層像とを対比する際の被検体座
標系と前記体輪郭モデル座標系とを対応づけることにより、前記リアルタイム超音波断層
像のスキャン面の座標を前記被検体座標系に対応づけて算出する座標算出部と、を備えた
ことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の超音波診断装置のスキャン面の座標算出方法は、記憶部により被検体の
輪郭情報及び被検体の超音波画像の特定部位に関する位置情報を体輪郭モデル座標系に対
応付けて記憶する第1工程と、座標算出部により前記被検体の特定部位に関する位置情報
に基づいて、前記被検体座標系と前記体輪郭モデル座標系とを対応づけるとともに、画像
保存部に保存された超音波断層像データに基づく超音波断層像と、超音波探触子により撮
像されるリアルタイム超音波断層像とを対比する際の被検体座標系と前記体輪郭モデル座
標系とを対応づけることにより、前記リアルタイム超音波断層像のスキャン面の座標を前
記被検体座標系に対応づけて算出する第2工程と、を含むことを特徴とする。
【００１２】
　すなわち、被検体の輪郭情報及び被検体の特定部位に関する位置情報が体輪郭モデル座
標系に対応付けて設定された体輪郭モデルを予め用意し、貴億部に記憶している。この体
輪郭モデルにデータ保存時の被検体の特定部位の位置情報及び画像対比時の被検体の特定
部位の位置情報を関連付けることで、データ保存時の被検体座標系と画像対比時の被検体
座標系を対応付けることができる。
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【００１３】
　これによれば、データ保存時の被検体座標系と画像対比時の被検体座標系とが異なるも
のとなっていたとしても、リアルタイム超音波断層像のスキャン面の座標をデータ保存時
の被検体座標系に対応づけて算出することができるので、先に撮像された断層像と後に撮
像された超音波断層像の表示断面を容易に一致させることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、先に撮像された断層像と後に撮像された超音波断層像の表示断面を容
易に一致させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態の超音波診断装置の全体概略構成を示す図。
【図２】第1実施例の3次元ボリュームデータの取得、保存、再構築処理の流れのフローチ
ャート。
【図３Ａ】被検体の体表を走査して連続的な2次元の超音波断層像を取得し、複数の2次元
超音波断層像から3次元のボリュームデータを作成する概念図。
【図３Ｂ】被検体の体輪郭モデル上に被検体の特定部位に相関する少なくとも3点の基準
点を指定する概念図。
【図３Ｃ】基準点設定の際の画像表示装置の表示例。
【図３Ｄ】体輪郭モデル座標系Mにおける各基準点の3次元座標と被検体座標系Pにおける
対応部位の3次元座標との対応付けの概念図。
【図３Ｅ】関連付けた位置情報とボリュームデータを保存する概念図。
【図３Ｆ】体輪郭モデル座標系Mにおける各基準点の座標と、画像対比時(治療後断層像を
撮像しているとき)の被検体座標系P´における各基準点に相関する座標との位置合わせを
行なう際の画像表示装置の表示例。
【図４】治療前断層像と治療後断層像の比較を行なう際の画像表示装置の表示例を示す図
。
【図５】第2実施例の2次元超音波断層像データの取得、保存、再構築処理の流れのフロー
チャート。
【図６Ａ】超音波断層像と、関連付けた位置情報と、参照画像とを保存する概念図。
【図６Ｂ】体輪郭モデル座標系Mにおける各基準点の座標と、画像対比時(治療後断層像を
撮像しているとき)の被検体座標系P´における各基準点に相関する座標との位置合わせを
行なう際の画像表示装置の表示例。
【図７】治療前断層像と治療後断層像の比較を行なう際の画像表示装置32の表示例を示す
図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明を適用してなる超音波診断装置の実施形態を説明する。なお、以下の説明
では、同一機能部品については同一符号を付して重複説明を省略する。
【００１７】
　図1は、本実施形態の超音波診断装置の全体概略構成を示す図である。本実施形態の超
音波診断装置10は、被検体との間で超音波の送受信を行う超音波探触子12と、超音波探触
子12に対し駆動信号を送出するとともに超音波探触子12で受信した反射エコー信号を処理
する超音波送受信部14と、超音波送受信部14から得られる超音波信号を輝度変調等する超
音波信号変換部16とを備えている。
【００１８】
　また、超音波探触子12の位置及び傾きを検出する位置検出器として、トランスミッタ等
のソース発生源と、ソース発生源が発生する磁場を感知し超音波探触子12に取り付けられ
た磁器位置センサー等を含んで構成される磁気位置センサーユニット18が設けられている
。また、磁気位置センサーユニット18からの位置情報が入力される入力部20が設けられて
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いる。なお、位置検出器はこれに限らず超音波探触子12の位置及び傾きを検出することが
できる種々の公知の技術を用いることができる。
【００１９】
　また、超音波信号変換部16からの出力と入力部20に入力された超音波探触子12の位置情
報に基づいて2次元の超音波断層データ、或いは複数の2次元超音波断層データからなる3
次元ボリュームデータを生成する断層像データ生成部22と、断層像データ生成部22で生成
された超音波断層データと予め設定された被検体の体輪郭モデルを関連付けて記憶手段に
保存する断層像データ保存部24とを備えている。体輪郭モデルは、被検体の輪郭情報及び
被検体の特定部位に関する位置情報が体輪郭モデル座標系に対応付けて予め設定されたも
のである。
【００２０】
　また、入力部20に入力された超音波探触子12の位置情報と体輪郭モデルの位置情報とに
基づいてデータ保存時の超音波断層データの座標系と画像対比時の超音波断層像の座標系
を関連付ける断層像データ制御部26を備えている。
【００２１】
　また、断層像データ制御部26から得られた情報に基づいて2次元超音波断層像(以下、適
宜バーチャル断層像、或いはリファレンス断層像という。)を構築するリファレンス画像
生成部28と、超音波信号変換部16で生成された信号をもとにリアルタイムの2次元画像(超
音波断層像)を構築するとともに、リファレンス画像生成部28で構築した2次元超音波断層
像(リファレンス断層像)と合成する画像合成部30と、画像合成部30で合成した画像を表示
するモニター等の画像表示装置32とを備えている。
【００２２】
　このように構成される本実施形態の超音波診断装置は、例えば、被検体の患部の治療効
果を確認するために、治療前断層像と治療後断層像とを対比させて表示し、これにより診
断させるものである。一般的には、治療前断層像を撮像してから日数をあけて再び被検体
を超音波走査するものであるので、治療前断層像を見ながら、これと同一断面の治療後断
層像を探し出すのは容易ではない。本実施形態の超音波診断装置は、先に撮像された断層
像と後に撮像された超音波断層像の表示断面を容易に一致させるものである。以下、この
目的を達成する本実施形態の超音波診断装置の特徴部を実施例ごとに説明する。
【実施例１】
【００２３】
　本実施例は、複数の超音波断層像データからなる3次元ボリュームデータを記憶手段に
保存し、保存された3次元ボリュームデータから現在の超音波スキャン面と同一断面の超
音波断層像を抽出してリアルタイムの超音波断層像と併せて表示する実施例である。
【００２４】
　図2は、本実施例の3次元ボリュームデータの取得、保存、再構築処理の流れのフローチ
ャートである。図3は、本実施例の各処理における概念図および表示例などを示す図であ
る。
【００２５】
　まず、図3Aに示すように、磁器位置センサーを装着した超音波探触子12で被検体40の体
表を走査し、連続的な2次元の超音波断層像を取得し(ステップ201)、複数の2次元超音波
断層像から3次元のボリュームデータを作成する(ステップ202)。3次元ボリュームデータ
の保存する場合は、以下のデータ保存処理を開始する(ステップ203)。
【００２６】
　データ保存処理では、まず、図3Bに示すように、予め作成され例えば記憶手段に格納さ
れている被検体の体輪郭モデル42を画像表示装置32に表示し、例えば医師や検査技師など
のユーザは、この体輪郭モデル上に被検体の特定部位に相関する少なくとも3点の基準点4
4を指定(設定)する(ステップ204)。
【００２７】
　具体的には、基準点設定の際の画像表示装置32の表示例である図3Cに示すように、体輪
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郭モデルは、大人／子供、男性／女性などの種類ごとに用意しておくことができ、プルダ
ウンメニューによりこれらを選択可能にすることができる。また、例えば頚部、心臓、腹
部、下肢など被検体の部位別に用意することもできる。これらが選択されると、選択に応
じた体輪郭モデル42が表示領域46に表示される。また、体輪郭モデルは、超音波探触子ご
とに用意しておくこともできる。また、表示領域46において体輪郭モデルの回転等を行う
ことができるようになっている。
【００２８】
　ユーザは体輪郭モデル42上に基準点を設定する。例えば基準点設定メニュー48において
基準点1のボタンを押した後、体輪郭モデル42上にマニュアルで基準点44を指定して、こ
の基準点44の詳細情報を詳細情報入力欄に入力するという作業を3回繰り返して基準点設
定をすることができる。また、例えば、プルダウンメニューを用いて基準点を設定するこ
とができる被検体の特定部位を予め用意しておいて、ユーザがプルダウンメニューで特定
部位を指定したらこれに対応して自動的に体輪郭モデル42上に基準点が設定され、詳細情
報が入力されるようにすることもできる。
【００２９】
　このようにして基準点44が設定されたら、続いて、体輪郭モデルと被検体とをステップ
204で指定した3点の位置情報で関連付ける(ステップ205)。具体的には、表示領域47に体
輪郭モデルと被検体との関連付けの参照用にリアルタイムの超音波断層像が表示され、被
検体の特定部位(例えば剣状突起など)が撮像される位置に超音波探触子を移動させて、基
準点設定メニュー48における設定ボタンを押すことにより被検体の特定部位に相関する座
標(例えば超音波探触子の座標)と体輪郭モデルにおける特定部位に相関する座標(例えば
体輪郭上の座標)との関連付けを行なうことができる。
【００３０】
　これを各基準点について繰り返すことにより、図3Dに示すように、体輪郭モデル座標系
Mにおける各基準点の3次元座標M(1)：(Xm1，Ym1，Zm1)、M(2)：(Xm2，Ym2，Zm2)、M(3)：
(Xm3，Ym3，Zm3)と、被検体座標系Pにおける対応部位の3次元座標P(1)：(Xp1，Yp1，Zp1)
、P(2)：(Xp2，Yp2，Zp2)、P(3)：(Xp3，Yp3，Zp3)とをそれぞれ対応づけて関連付けるこ
とができる。
【００３１】
　このように、少なくとも3点の座標の対応付けを行なうことにより、体輪郭モデル座標
系Mとデータ保存時の被検体座標系Pとの対応付けがなされ両者の相対関係を把握すること
ができる。
【００３２】
　続いて、図3Eに示すように、関連付けた位置情報(体輪郭モデル座標系Mと被検体座標系
Pとの相対関係を示す座標の関連付け)とボリュームデータを保存する(ステップ206)。例
えば、基準点設定メニュー48において保存ボタンを押すことなどにより行なうことができ
る。
【００３３】
　これにより、3次元ボリュームデータの生成及び保存が終了する。そして例えば後日、
被検体の患部の治療効果の確認等のために、再び被検体に対して超音波走査が行なわれる
。以下、その際に同一断面を表示するための動作について説明する。
【００３４】
　まずは、保存された位置情報と3次元ボリュームデータを読み込み(ステップ207)、3次
元ボリュームデータの再構築を行う(ステップ208)。続いて、3次元ボリュームデータから
任意断面の2次元画像(リファレンス断層像)を構築し(ステップ209)、体輪郭モデル42、位
置情報、リファレンス断層像から体輪郭モデル42と、基準点44と、基準点を通る超音波ス
キャン面と、スキャン面におけるリファレンス断層像を合成した参照画像を作成する(ス
テップ210)。
【００３５】
　続いて、画像表示装置32に、リファレンス断層像と参照画像を表示する(ステップ211)
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。具体的には、例えば図3Fに示すように、表示領域50にリファレンス断層像が、表示領域
52に参照画像が表示される。図3Fは、体輪郭モデル座標系Mにおける各基準点の座標と、
画像対比時(治療後断層像を撮像しているとき)の被検体座標系P´における各基準点に相
関する座標との位置合わせを行なう際の画像表示装置32の表示例である。
【００３６】
　リファレンス断層像と参照画像の断面は適宜切り替えられ(ステップ212)、切り替えら
れるごとにステップ209～211を繰り返す。具体的には、画像表示装置32には、位置合わせ
メニュー56において各基準点を選択するボタン55、及びAXIAL、COEONAL、SAGITTALを選択
する各ボタン57が用意してあり、任意の基準点の任意の方向の断面を選択して、表示する
リファレンス断層像と参照画像の断面を切り替え可能となっている。なお、表示領域53に
は、保存されているデータの条件が表示される。
【００３７】
　続いて、ユーザは、参照画像及びリファレンス断層像を参照しながら、リアルタイムで
撮像されている超音波断層像とリファレンス断層像の位置合わせを行う(ステップ213)。
具体的には、表示領域54に表示されるリアルタイムの超音波断層像が表示領域50に表示さ
れているリファレンス断層像と同様の画像となるように超音波探触子12の位置を変えなが
ら走査する。
【００３８】
　ここで、本実施例では、被検体の体輪郭情報を有する体輪郭モデルを参照用として表示
し、かつ体輪郭モデル上にリファレンス断層像が再構成されている超音波スキャン面を表
示している。したがって、ユーザは、表示領域50に表示されているリファレンス断層像が
被検体のどの断層面のものか視覚的に把握できるため、リファレンス断層像と同様のリア
ルタイム超音波断層像を探すのが容易である。
【００３９】
　同様の超音波断層面が得られたら、位置合わせメニュー56における設定ボタンを押すと
いう作業を基準点ごとに行なう。これにより、体輪郭モデル座標系Mにおける各基準点の
座標と、画像対比時(治療後断層像を撮像しているとき)の被検体座標系P´における各基
準点に相関する座標とが関連付けられて、体輪郭モデル座標系Mと現在の被検体座標系P´
との対応付けがなされ両者の相対関係が把握される。3点の基準点の位置合わせが終了し
たら、画像表示装置32上のOKボタンを押して、治療前断層像と治療後断層像の比較を行な
うモードに移る。
【００４０】
　図4は、治療前断層像と治療後断層像の比較を行なう際の画像表示装置32の表示例を示
す図である。表示左側が過去画像(3次元ボリュームデータから切り出されて構成されたリ
ファレンス断層像)であり、表示右側が現在画像(リアルタイムの超音波断層像)を示して
いる。また、図4のように、過去画像と併せて、体輪郭モデルと各基準点と超音波スキャ
ン面とスキャン面におけるリファレンス断層像とを合成した参照画像を表示してもよい。
【００４１】
　上述の位置合わせ作業により、3次元ボリュームデータを撮像して保存した際の被検体
座標系Pと画像対比時(治療後断層像を撮像しているとき)の被検体座標系P´との相対関係
が、体輪郭モデル座標系Mを介して対応づけられて把握されている。したがって、リアル
タイムの超音波断層像の超音波スキャン面と同一断層面の座標が被検体座標系Pに対応付
けて算出され、算出された座標の同一断層面の超音波断層像が3次元ボリュームデータか
ら抽出されて構成される。
【００４２】
　その結果、ユーザは、被検体に対して任意に超音波探触子を走査しながら、常にリアル
タイム超音波断層像と同一断面の過去画像を参照することができる。よって、被検体の患
部の治療前後の状態を容易に診断することができる。このように、本実施例によれば、先
に撮像された断層像と後に撮像された超音波断層像の表示断面を容易に一致させることが
できる。
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【実施例２】
【００４３】
　本実施例は、複数の超音波断層像データからなる3次元ボリュームデータではなく1枚、
或いは3次元ボリュームデータを構成しない複数の超音波断層データを記憶手段に保存し
、保存された超音波断層像データと同一断面のリアルタイム超音波断層像を表示するため
に超音波探触子の位置のガイドを行なう実施例である。なお、以下では、第1実施例と異
なる部分を中心に説明して重複する部分の説明は適宜省略する。
【００４４】
　図5は、本実施例の2次元超音波断層像データの取得、保存、再構築処理の流れのフロー
チャートである。図6は、本実施例の各処理における概念図及び表示例などを示す図であ
る。
【００４５】
　まず、第1実施例と同様の操作により体輪郭モデル42上に特徴的な3点を指定し(ステッ
プ501)、体輪郭モデルと被検体をステップ501で指定した3点の位置情報で関連付ける(ス
テップ502)。
【００４６】
続いて、図6Aに示すように、撮像した超音波断層データの中から任意の超音波断層データ
を選択し、選択された超音波断層データ62と、関連付けた位置情報(体輪郭モデル座標系M
とデータ保存時の被検体座標系Pとの相対関係を示す座標の関連付け)と、参照画像64とを
保存する(ステップ503，504)。ここで、参照画像64は、体輪郭モデル42と、超音波断層デ
ータ62のスキャン面と、スキャン面における超音波断層像などから構成される。
【００４７】
　これにより、2次元超音波断層像の生成及び保存が終了する。そして例えば後日、被検
体の患部の治療効果の確認等のために、再び被検体に対して超音波走査が行なわれる。以
下、その際に同一断面を表示するための動作について説明する。
【００４８】
　まず、保存した超音波断層データと参照画像等の読み込みを行い、図6Bに示すように、
超音波断層像と、体輪郭モデル及びモデル上の各基準点とが表示される(ステップ505)。
続いて、ユーザによって超音波断層像を参照しながら、保存した基準点と位置情報との関
連付けが行なわれる(ステップ506)。
【００４９】
　これにより、体輪郭モデル座標系Mにおける各基準点の座標と、画像対比時(治療後断層
像を撮像しているとき)の被検体座標系P´における各基準点に相関する座標とが関連付け
られて、体輪郭モデル座標系Mと画像対比時の被検体座標系P´との相対関係が把握される
。続いて、治療前断層像と治療後断層像の比較を行なうモードに移る。
【００５０】
　図7は、治療前断層像と治療後断層像の比較を行なう際の画像表示装置32の表示例を示
す図である。表示左側が過去画像であり、表示右側が現在画像(リアルタイムの超音波断
層像)を示している。また、図4のように、過去画像と併せて、体輪郭モデルと各基準点と
超音波スキャン面とスキャン面におけるリファレンス断層像とを合成した参照画像を表示
してもよい。
【００５１】
　図7に示すように、過去画像と併せて参照画像の表示が行われ、過去画像(治療前断層像
)と現在画像(治療後断層像)の比較が行なわれる(ステップ507)。具体的には、保存した超
音波断層データが複数の場合はプルダウンメニュー70により比較対象となる超音波断層デ
ータの選択が行われて、選択された超音波断層データに基づく超音波断層像が表示される
。
【００５２】
　層像データと同一断面のリアルタイム超音波断層像を撮像できる位置に超音波探触子を
移動させるべくガイド表示72がなされる。具体的には、「○○方向にずれています」、或
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いは「○○方向に移動させてください」などの表示がなされる。
【００５３】
　ユーザはこのガイド表示にしたがって超音波探触子12を移動させる。そして、保存した
超音波断層データと同一断面に超音波探触子12の位置が合わせこまれたらガイド表示にて
その旨を伝え、この状態で治療前断層像と治療後断層像の比較が行なわれる。
【００５４】
　このように、本実施例によれば、被検体の体輪郭情報を有する体輪郭モデルを参照用と
して表示しているため、ユーザは、体輪郭モデル座標系Mと画像対比時の被検体座標系P´
との位置合わせを容易にすることができる。その結果、データ保存時の被検体座標系Pと
画像対比時の被検体座標系P´との相対関係が体輪郭モデル座標系Mを介して対応付けられ
て把握され、治療前の超音波断層像と同一断面のリアルタイム超音波断層像を得るための
超音波探触子の位置ガイドを行なうことができる。よって、先に撮像された断層像と後に
撮像された超音波断層像の表示断面を容易に一致させることができる。
【００５５】
　なお、第1，2実施例では、被検体が仰向けになった状態で超音波走査を行なう場合を例
に挙げているがこれには限られない。治療前のデータ保存時と治療後の効果確認等の際に
被検体が同様の体勢になっていれば、例えば横向きやうつ伏せなど任意の体勢でも第1，2
実施例と同様にして被検体座標系P、P´の対応付けを行い両者の相対位置関係を把握する
ことができる。
【００５６】
　また、断層データ保存部は、画像表示器に表示される体輪郭モデルの輪郭上に少なくと
も3点の被検体の特定部位に関する基準点を設定する手段と、体輪郭モデル上に設定され
た各基準点の体輪郭モデル座標系における座標と被検体の各基準点に対応する部位の被検
体座標系における座標とを関連付けて保存する手段とを含んで構成し、断層像データ制御
部は、体輪郭モデル上に設定された各基準点の体輪郭モデル座標系における座標と、被検
体の各基準点に対応する部位の画像対比時の被検体座標系における座標とを関連付ける手
段を含んで構成することができる。
【００５７】
　このように、少なくとも3点の被検体の特定部位に関する座標の関連付けをすることに
より、データ保存時の被検体座標系と体輪郭モデル座標系、画像対比時の被検体座標系と
体輪郭モデル座標系の対応付けをすることができる。
【００５８】
　また、保存された超音波断層像データが、複数の超音波断層像データからなる3次元ボ
リュームデータの場合、断層像データ制御部により算出されたリアルタイム超音波断層像
のスキャン面の座標に対応した断層像データを3次元ボリュームデータから抽出してリフ
ァレンス断層像を生成するリファレンス画像生成部と、リアルタイム超音波断層像とリフ
ァレンス断層像を合成する画像合成部と、合成されたリアルタイム超音波断層像とリファ
レンス断層像とを表示する画像表示器とを備えて超音波診断装置を構成することができる
。
【００５９】
　これにより、ユーザは、被検体に対して任意に超音波探触子を走査しながら、常にリア
ルタイム超音波断層像と同一断面のリファレンス断層像(過去画像)を参照することができ
る。よって、例えば被検体の患部の治療前後の状態を容易に診断することができる。
【００６０】
　また、保存された超音波断層像データの断層面の座標と、断層像データ制御部により算
出されたリアルタイム超音波断層像のスキャン面の座標とに基づいて、算出されたリアル
タイム超音波断層像のスキャン面を保存された超音波断層像データの断層面に重ねるため
の超音波探触子の移動方向を算出して画像表示器に表示する手段とを備えて超音波診断装
置を構成してもよい。
【００６１】
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　これによれば、例えば保存された超音波断層像データが3次元ボリュームデータではな
く、1枚或いは複数枚の2次元超音波断層像データであった場合に、保存された超音波断層
像データに基づく超音波断層像と同一断面のリアルタイム超音波断層像を得るために超音
波探触子をどちらの方向に動かせばよいかの位置ガイドを行なうことができる。よって、
先に撮像された断層像と後に撮像された超音波断層像の表示断面を容易に一致させること
ができる。
【００６２】
　また、添付図面を参照して、本発明に係る超音波診断装置等の好適ないくつかの実施例
について説明したが、本発明はかかる例に限定されない。当業者であれば、本願で開示し
た技術的思想の範疇内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであ
り、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００６３】
　10　超音波診断装置、12　超音波探触子、18　磁気位置センサーユニット、22　断層像
データ生成部、24　断層像データ保存部、26　断層像データ制御部、28　リファレンス画
像生成部、30　画像合成部、32　画像表示装置、42　体輪郭モデル、44　基準点、62　超
音波断層データ、64　参照画像、72　ガイド表示

【図１】 【図２】
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【図３Ｃ】 【図３Ｄ】

【図３Ｅ】
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